
第 3 部

平成10年度において環境の保全及び

創造に関 して講 じ よ う と す る施策



I 総合的な環境保全対策

環境基本計画の策定

平成 8 年度に制定 し た ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る基本条例｣ に基づ き 、 本県の環境の保

全と創造に関す る 中長期的な 目 標 と施策の方向等を示 した基本的な計画であ る ｢鳥取県環境基本。十画｣

の平成10年度策定を 目 指 し 、 取 り ま と め を行 っ てい る 。

1 計画の 目 的

こ の 。十画は 、 県が取 り 組む環境行政を体系的に整理 し 、 施策の基本的方向 と 中長期的な 目 標を示す

こ と に よ り 、 県民 ･ 事業者 ･ 行政の各主体が 、 それぞれの役割分担の下で、 自 主的かつ積極的な取 り

組み を推進す る こ と を 目 的 と してい る 。

2 計画の性格 位置付け

こ の 。十画は 、 ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る基本条例｣ の理念に基づ き 、 環境の保全及び創

造に関す る 施策を推進す る ための総合的な計画 と して 、 同条例に基づいて策定す る も のであ る 。

3 計画の期間

今 日 の環境問題は 、 空間的な広が り と と も に 、 将来の世代にわた る 時間的な広が り を持つ こ と か ら 、

。十画期間は平成10年度か ら平成22年度 ま で と す る 。

な お 、 環境の状況や社会経済情勢の変化及び科学技術の進展な どに柔軟に対応す る ため 、 必要に応

じ 、 。十画の見直 し を行 う こ と と してい る 。

4 計画が対象と する環境の範囲

｢環境｣ は 、 一般的には 、 ｢生物を取 り 巻 き 、 それ と互い に影響 し合 う 様々 な外界｣ と い っ た意味

に使われてい る 。 言い換え る と 、 人間や生物の ま わ り に あ っ て 、 私た ち の生活や健康な どにい ろ い ろ

な影響を与え る も のすべて を含めた考え方であ り 自 然環境、 生活環境な ど様々 な使われ方を し て い

る 。

こ の よ う に ｢環境｣ について 、 範囲を 明確に区分す る こ と は困難であ る が 、 。十画が対象 と す る環境の

範囲は 、 こ れ ま での環境行政の取組分野に沿 っ て次の と お り と す る 。

○ 自 然環境

地形、 地質、 河川 、 湖沼 、 海域、 野生生物 等
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○生活環境

大気、 騒音、 振動、 悪臭、 水質 等

○快適環境

緑、 水辺 、 景観、 歴史的 文化的資源 等

○地球環境

地球温暖化、 酸性雨、 オ ゾ ン層破壊 等

5 計画の基本的考え方と施策の展開方向

。十画の基本的方向は 、 『循環を基劃 と し 、 恵み豊か な 自 然 と共生で き る快適な社会の構築を 目指 し

て』 施策を推進す る こ と と し 、 こ のため 、 次の 5 つの基本方針を長定す る こ と と してい る 。

1 ) 循環を基詞 と す る経済社会シ ス テ ム の実現

2 ) 自 然 と 人間の共生の確保

3 ) 快適な環境の保全と創造

4 ) すべての主体の参加に よ る 行動

5 ) 地球環境保全に向けた活動の推進と 国際交流

なお 、 ｢施策の展開にあた っ て 、 こ の 5 つ の基本方針に資す る 共通的 基盤的施策｣ について も 併せ

て 。十画に盛 り 込む こ と と し てい る 。

施策は 、 こ う した基本的考え方に沿 っ て 、 従来の公害と 自然環境の枠組み を超えた幅広い分野にわた

り 展開す る 予定に してい る 。
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口 施 策 の 展 開

第 1 章 循環を基調と する経済社会システムの実現

1 環境への負荷の少ない社会の構築

(1 ) 大気環境の保全

ダイ オキシ ン類調査広報事業

○ダイ オ キ シ ン類の排出抑制対策の推進

大気汚染防止法に よ り 規制 さ れてい る 廃棄物焼却炉の状況調査を行 う と と も に、 法律に よ り 規制

さ れ る 一定規模以上の廃棄物焼却炉以外で、 ダ イ オ キ シ ン類の発生が懸念 さ れ る 小型焼却炉等で

の ごみ焼却行為に よ る ダ イ オ キ シ ン類の排出を抑制す る ため 、 チ ラ シ に よ る 啓発を行 う

○ダイ オ キ シ ン類環境モ ニ タ リ ン グ

平成 9 年 9 月 に環境庁が 、 ダイ オ キ シ ン類の大気環境指針値を設定 し た こ と に伴い 、 県内の大気

環境濃度の状況について 、 県内の 3 地点 (鳥取市、 倉吉市、 米子市にあ る 県の一般環境大気測定

局装置箇所) で夏期 冬期において環境調査を実施す る 。

大気汚染対策

大気汚染状況

○一般環境大気測定

環境基準が設定 さ れてい る 二酸化いお う 等 5 物質等について常時測定を行 う 。

測 定 局 3 局 鳥取市 (衛生研究所) 、 倉吉市 (倉吉保健所) 、 米子市 (米子保健所)

測定物質 二酸化いお う 、 一酸化炭素、 二酸化窒素、 浮遊粒子状物質、 光化学オ キ シ ダ ン ト 炭

化水素 (炭化水素は衛生研究所のみ)

○ 自 動車排出ガス測定

自動車排出ガス に よ る 一酸化炭素等の環境汚染調査を行 う 。

測 定 局 3 局 鳥取市 (栄町交差点 ･ 丸山交差点) 、 米子市 (米子市公会堂前)

測定物質 一酸化炭素、 窒素酸化物 (窒素酸化物は栄町交差点のみ )

○有害大気汚染物質モ ニ タ リ ン グ調査

有害大気汚染物質の う ち 、 ベ ン ゼ ン 等 9 物質について濃度測定を行 う 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
ク ロ ロ エ チ レ ソ 、 ア ク リ ロ ト リ ル 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 塩化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 、 1 , 3 - ブ タ

ジ エ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 1 , 2一 ジ ク ロ ロ エ タ ソ 。
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○市街地におけ る 窒素酸化物汚染実態調査

市街地におけ る窒素酸化物の汚染状況を把握す る ため 、 定点調査を行 う

測 定 局 鳥取市 (10地点) 倉吉市 (10地点) 米子市 (10地点)

○降下ぽい じ ん搦査

地上に降っ て く る あ ら ゆ る ぽい じ ん の総量を測定す る 。

測定地点 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 日 吉津村

○酸性雨錮査

地球環境問題の一つであ る酸性雨の実態を測定す る 。

測定地点 ･ 鳥取市、 若桜町、 倉吉市、 米子市

○騒音 ･ 振動 ･ 悪臭防止対策

騒音防止対策等

騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の施行

法及び条例の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のため検討を行 う

(規制地域 . 4 市 2 町 1 村)

騒音実態調査

環境騒音 ･ 自 動車騒音の実態を調査す る 。

測定地点 環 境 騒 音 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市

自 動 車 騒 音 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 郡家町、 河原町、 羽合町

三朝町、 日 野町

航空機騒音澗査

鳥取空港、 美保飛行場周辺地域の航空機騒音の実態を週査す る 。

振動防止対策等

振動規制法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のための検討を行 う (規制

地域 4 市 1 村)

振動実態崗査

環境振動 ･ 道路交通振動の実態を劃査す る 。

測定地点 環 境 振 動 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市

道 路 交 通振 動 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 郡家町、 河原町、 羽合町

三朝町、 日 野町

悪臭防止対策等

･ 悪臭防止法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のための検討を行 う (規制
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地域 4 市26町 4 村)

悪臭物質排出実態調査

悪臭排出の地域特性、 悪臭苦情の実態等を踏ま え 、 悪臭排出実態を調査測定す る 。

(2) 水環境の保全

河川改良事業

治水 ･ 利水 と 調和を と り な が ら河川環境の保全 整備 も 考慮 した事業を行 う

河川環境整備事業

湖山池、 東郷池の水質浄化対策 と して 、 公共下水道の整備に よ る 汚濁負荷の削減 と併せて 、 本事業

に よ り 底泥を除去 し環境基準の早期達成を図 る 。

公共下水道促進費補助事業

公共下水道普及率の促進のため 、 市町村の単独事業費に対 して補助金を交付す る 。

(補助率 3 ~ 7 %)

公共下水道過疎代行事業

八東町外 4 町の公共下水道事業を 、 過疎地域活性化特別措置法に基づ き代行実施す る 。

流域下水道事業

天神川流域下水道の整備促進を図 る 。

土壌環境対策推進事業

○砂丘畑での硝酸性窒素流亡実態を把握 し 、 窒素負荷低減技術を確立す る と と も に 、 水 田での温

室効果ガス の動態把握を行 う 。

○有機物施用の栽培基準を長定 し 、 農家への普及を図 る 。

○土壌診断の実施に よ り 適性な施肥指導を行 う

農業集落排水整備等

農業用用排水の水質保全、 農業用用排水施長の機能維持 と併せて農村生活環境の改善及び公共用水

域の水質保全に寄与す る ため 、 農業集落におけ る し尿、 生活雑排水等の汚水を処理す る 施長及び雨水

排水施設を整備す る 。

漁業集落環境整備事業

市町村が行 う 漁業集落環境整備事業について 、 そ の経費の一部を補助す る 。

補助対象事業 漁業集落道整備 、 水産飲雑用水施設整備 、 集落排水施設整備 、

防災安全施設整備、 用地整理等

｢地震時の水道応急対策行動指針｣ 策定事業

水道の地震対策 と して 、 県が実施す る 広域的な応急対策の支援要。青や支援活動の調整について 、 具

体的な手順を示 した行動指針を作成す る 。
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合併処理浄化槽設置推進事業

下水道、 農業集落排水未整備地域におけ る 合併浄化槽の設置促進を図 る ため 、 合併処理浄化槽の設

置者に対 し 、 設置費の一部を補助す る市町村に対 し助成を行 う

水道水源等監視指導事業

将来にわた る 水道水の安全性を確保 し 、 水道事業者への適切な指導に資す る ため 、 水質基準を補完

す る ｢監視項 目 ｣ について継続監視を行 う と と も に 、 全県的な検出状況の実態把握覊査を行 う

･ ｢監視項 目 ｣ 調査 (主要河川におけ る 監視地点11地点)

･ ｢監視項 目 ｣ 実態把握凋査 ( 9 ~10年度 、 10地点/年)

･ ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム への対応 (行政検査の実施)

水質汚濁防止対策

○公共用水域の常時監視等

平成10年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づ き 、 次の と お り 水質監視を実施す る 。

ァ 公共用水域の水質常時監視等

河川 38河川 、 1 19地点

湖沼 4 湖沼 、 20地点

海域 2 海域、 40地点

な お 、 水域毎の測定計画については次の と お り であ る 。

水 域 調 査 回 数 調査 日 数 測 定 項 目 分析回数 備 考

河川

一級河川 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ)

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

二級河川 1 日 1 回

年 4 回

(蒲生月齢婢 2 回)

4 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

その他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年

満潮腕力 ド ミ ウ ム 、 鉛、 砒素

蒲生川 は銅 、 亜鉛、 鉄

EPNは年 1 回

都市河川 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

湖沼

湖 山 池

東 郷 池

中 海

1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

ENPは年 2 回

多鯰 ヶ 池 1 日 1 回

年 4 回

4 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

4 回/年

1 回/年

1 回/年

4 回/年

-164-



水 域 調 査 回 数 調査 日 数 測 定 項 目 分析回数 備 考

海域

美 保 湾 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

日 本 海 1 日 1 回

年 3 回

3 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

3 回/年

1 回/年

1 回/年

3 回/年 EPNは年 1 回

海 水 浴場 1 日 1 回

年 3 回

3 日 /年 生活環境項 目

その他の項 目

3 回/年

3 回/年

油分等は年 1 回

イ 地下水の監視

伊)概況覊査 2 市 3 町、 15地点、 年 2 回

船汚染井戸周辺地区調査 1 市、 18地点、 年 2 回

(ゥ)定期モ ニ タ リ ン グ崗査 4 市、 12地点 、 年 2 回

○水質測定計画の策定

平成11年度の公共用水域及び地下水の水質測定。十画を作成す る 。

ァ 既澗査結果

イ 地下水の水質測定。十画の検討

○工場事業場排水調査指導

水質汚濁防止法、 鳥取県公害防止条例に基づ き 、 関係施長の排水澗査等に よ り 改善指導を行 う

○ ゴル フ場周辺水質調査

ゴル フ場の農薬の適正使用の指導等に資す る ため 、 ゴル フ 場排水の検査を実施す る 。

湖山池水質浄化対策推進事業

平成 3 年11月 に策定 し た湖山池水質管理計画に定め る 各種浄化施策を総合的、 。十画的に推進す る 。

ま た 、 湖山池流域内の工場事業場へ上乗せ排水基準を適用す る ための上乗せ条例を改正す る 。

中海水質浄化対策推進事業

平成 7 年 3 月 に策定 した第 2 期中海湖沼水質保全計画に定め る 各種浄化施策を総合的、 。十面的に推

進す る と と も に 、 第 3 期計画の策定準備を行 う

市街地汚濁負荷原単位調査事業

水質予測技術の精度向上 と発生源の負荷割合に応 じ た効果的な負荷削減対策への活用を図 る ため 、

商業、 工業地域か ら降雨に伴 っ て流出す る 汚濁負荷量を把握す る 。

海岸環境整備事業

海岸の侵食を防止す る と と も に 、 美 し い海岸環境を保ち 、 憩い の場にふ さ わ しい海浜 と して整備す

る こ と を 目 指す。
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内水面漁場環境保全事業

保全事業の円滑な推進を図 る ため 、 市町村、 漁協、

総合美化計画策定委員会を開催す る 。 (事業主体

小型漁船に よ り 池内 に堆積 し た ゴ ミ を除去す る 。

事 業 主 体 事 業 実 施 場 所 事 業 費 補 助 金

鳥 取 市 湖 山 池 2 , 000千円 1 , 000千円

羽 合 町 東 郷 池 1 , 200千円 600千円

地区 自治会、

県)

学識経験者等で構成す る漁場環境

美保湾流域別下水道整備総合計画策定事業

日 野川 、 美保湾の水質環境保全を達成 さ せ る ため に必要な流域内の下水道基本計画を策定す る 。

(3 ) 土壌 ･ 地盤環境の保全

埋没農薬安全処理対策事業

市町村が実施す る埋没農薬の掘削回収、 一時保管等に要す る経費に対 し助成す る と と も に 、 農薬の

最終処理、 埋没箇所周辺の水質掲査を実施す る 。

と っ と り 農業ク リ ー ンプラ ン2 1 実践モデル事業

農薬 ･ 化学肥料 3 割削減の実践計画であ る ｢ ク リ ー ン プ フ ソ 21｣ を実証す る モ デル集団を育成す る

ため に要す る経費に対 し助成す る 。

環境にやさ しい農業推進事業

農薬 化学肥料を 3 割削減 さ せ る ため 、 啓発 推進活動を実施す る と と も に 、 高度な土つ く り に取

り 組むモ デル地区に対 し助成す る 。

旧廃止鉱山鉱害防止事業

旧廃止鉱山の坑排水処理に よ り 発生す る沈殿物の処理施設の管理運営を行 う

(4) 廃棄物減量化と リ サ イ ク ル

広域的汚泥処理方策調査事業

下水道等か ら発生す る 汚泥処分の総合。十画 を広域的見地か ら策定す る 。

農業用廃プラスチ ッ ク再利用等推進事業

農業用廃プ ラ ス チ ッ ク の適正処理を推進す る にあた り 、 現行処理シ ス テ ム の再点検、 再利用の処理

体制導入の可否等、 所要の澗査 ･ 検。寸を実施 し 、 環境の保全に配慮 し た適正処理の一層の推進を図 る o

邇査検討事項 現行処理シ ス テ ム の再点検、 先進事例嗣査、 導入可能な再利用技術

本件に適 した処理体制のあ り 方等

畜産堆肥広域流通体制整備事業

畜産堆肥の広域的な流通体制を整備す る ため に要す る経費に対 し助成す る 。
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さ わやか畜産確立事業

家畜排泄物処理の実態澗査、 巡回指導を行 う と と も に 、 処理施設、 散布機械の整備に対 し助成す る 。

①環境保全型畜産確立対策

家畜排泄物の事態調査、 施没計画の策定、 巡回指導、 水質検査、 臭気検査

②さ わやか畜産環境整備推進

施設整備を行 う 農協、 営農集団に対 し 、 市町村が堆肥の利用促進を図 り 畜産環境の美化活動

を推進す る経費に対 し助成す る 。

･ 団地等集団型畜産環境整備

･ 一般農家小集団型畜産環境整備

･ 堆 き ゅ う 肥流通緊急対策

一般廃棄物減量化 ･ 再生利用推進事業

容器包装 リ サ イ ク ル法が平成12年 4 月 に完全実施 さ れ る こ と を踏 ま え 、 リ サ イ ク ル型社会の確立を

目 指 して各種啓発活動に よ り 、 分別収集、 ごみ減量化、 リ サ イ ク ルの よ り 一層の推進を図 る 。

公共関与処分場設置推進事業

産業廃棄物処理施長の確保を行 う こ と に よ り 、 産業廃棄物の適性な処理を推進す る ため 、 財団法人

鳥取県環境管理事業セ ン タ ーが青谷町に計画 してい る ｢ ク リ ー ン パー ク い なば｣ 建設。十画が円滑に進

む よ う 支援を行 う 。

環境美化対策推進事業

公園都市 ｢鳥取県｣ の実現に向けて 、 不法投棄監視員及び環境美化指導員の設置、 市町村が行 う 環

境促進総合対策事業への助成な ど 、 地域の環境美化を総合的に推進す る 。

産業廃棄物処理指導

産業廃棄物が適正に処理さ れ る よ う 産業廃棄物排出事業者、 処理業者及び業界に対 し指導を行 う と

と も に 、 処理施設への立ち入 り 検査及び監視、 指導を行 う

省資源 ･ 省エネルギー運動推進事業

国の省資源 省エ ネ ルギー運動を受けて 、 地域で活動す る リ ー ダー養成のための研修会を開催す る

と と も に 、 県民大会を開催 し 、 広 く 県民に省資源 省エ ネ ル ギー運動の普及 啓発を図 る 。

建設 リ サ イ ク ル推進

○建設副産物の搬出状況と再生資源の利用状況を把握す る ため 、 実態巍査を行 う 。

○建没発生土の有効利用を推進す る ための 、 国 、 県 、 市町村及び建長業界等か ら な る 協議会を長置

し 、 情報交換等を行 う 。

○ リ サ イ ク ル推進のための リ ー デ ィ ン グ事業の実施及び再利用技術の検討等、 具体的取組み を行 う

間伐材等流通戦略モデル事業

間伐材等を森林所有者 自 ら集材 製材 して付加価値を高め る と と も に 、 消費地で直売す る 施没を整
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備 し 、 消費者 と の交流と県産材の P R を推進す る経費に助成す る 。

環境共生住宅推進事業

環境共生住宅 (環境保全の観点か ら 、 エ ネ ルギー 、 資源、 廃棄物な どに配慮 さ れ、 自然環境と 崗和

した住宅) を テ ーマ に住宅。十画の提案を公募 し 、 ①住宅関係者 ･ 設。十技術者等の人材育成、 ②県民に

建物 と 自然環境に対す る 関心を高め 、 環境共生住宅の普及を図 る こ と と す る 。

県立学校環境衛生整備

県立学校か ら発生す る 可燃物 ･ 不燃物等の廃棄物の処理について 、 ダイ オ キ シ ン な どの環境問題を

考慮 し 、 0可燃物、 不燃物の業者回収処理 ○シ ュ レ ッ ダー及び ゴ 収集箱の整備 ○焼却炉使用の

原則廃止を行 う

2 環境関連産業の振興

(1 ) 環境関連技術の開発

ド イ ツ との経済交流推進事業

資源 リ サ イ ク ルや環境問題に先進的な取 り 組みが行われ 、 環境関連産業が進んでい る ド イ ツ に視察

団を送 り 情報を収集す る 。

･ 欧州経済事情視察交流団

･ 海外経済 ･ 技術事情視察団

産業技術セ ン ター整備推進事業

県内産業が21世紀に向か っ て活力を維持 し 、 社会経済の構造的な変化に対応 し な が ら発展す る よ う

技術開発の拠点 と して鳥取県産業技術セ ン タ ー本場を整備す る 。 (平成12年 4 月 開所予定)

県内研究機関連携推進事業

研究機関が相互に連携 して本県独 自 の技術開発に努め る と と も に 、 大学、 高専、 公没試な どの研究

成果を県内企業に波及 さ せ る こ と に よ り 新技術 新製品の開発を促進す る 。

○新産業育成型研究開発推進事業

大学 ･ 高専等に研究委託を行い 、 技術開発に努め 、 本県産業の育成に資す る 。

○公設試験場連携推進事業

各試験場 所の連携に よ り 研究を推進す る 。

環境関連技術開発推進事業

産業技術セ ン タ ー において 、 県内中小企業が取 り 組み可能な環境関連技術を開発 普及す る 。 研究

テ ーマ 2 テ ーマ 。

(2) 環境関連産業の育成 ･ 振興

と っ と り 新産業創造支援事業 (環境技術枠)

中小企業の廃棄物処理 リ サ イ ク ル技術、 環境保全技術に関す る技術開発等の取組を促進す る ため ･
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研究に必要な経費に対 して補助す る 。

区 分 内 容

対 象 者
県内に事務所又は事業所を有す る
中小企業者

対 象 経 費
原材料費、 構築物費、 機械装置
工具器具費、 外注加工費等

補 助 率 等
総事業費の 3 分の 2 以内

(上限 1 社あた り 500万円 )

国際環境規格認証取得モデル企業育成支援事業

中小企業の国際取引の条件と な る 国際環境規格認証取得の意識啓発 と取 り 組み を実施す る企業に対

し 、 必要な経費等を補助す る と と も に 、 セ ミ ナー を開催 し普及を図 る 。

区 分 内 容

対 象 者
県内に事務所又は事業所を有す る
中小企業者

対 象 経 費
コ ン サ ル タ ン ト 料

登録審査料

補 助 率 等 3 分の 1 以内上限100万円

工業団地開発推進事業

･ 開発適地掲査 ( 3 地区) の委託

･ 有職者会議の開催 ( 3 回 )

創造的中小企業育成支援事業

創造的な事業活動を行 う 中小企業者に対 し 、 財団法人鳥取県工業技術振興協会を通 じて直接金融、

間接金融に よ る支援事業を行 う

第 2 章 自然と人間と の共生の確保

1 森林、 農地、 水辺地等の持つ環境保全機能の確保

(1 ) 森林の環境保全機能の確保

保安林整備管理事業

保安林の指定、 解除並びに保安林の適性管理に努め る 。

･ 保安林の指定解除

･ 保安林の適性管理

造林事業

森林生産力及び森林の有す る 公益的機能の増強を図 る ため 、 森林整備指針に基づ く 森林整備を行 う

･ 人工造林及び保育

〆 天然林施業
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林業地域総合整備事業

林業生産性の向上と林業従事者の定住の促進及び山村地域の活性化に資す る ため 、 林道等の生産基

盤の整備 と一体的に豊か な森林資源を活用 し 、 都市と 山村の交流の促進等を図 り つつ 、 立 ち遅れた山

村地域の生活環境基盤の整備を総合的に行 う 。

{ 補助率 開 設 (75%過疎 山振地区、 70%その他地区3その他 (70% 〃 65% "

ふる さ と林道緊急整備事業

山村地域の振興と定住環境の改善に資す る ため 、 地域が緊急に対応 し な ければな ら な い課題を応え

て早急に行 う 必要があ る林道の整備について 、 自 然環境の保全に配慮 しつつ林野庁と 自 治省が協力 し

て 、 国庫補助事業及び地方単独事業を効果的に推進す る 。

集落 と集落を結ぶ集落間林道等、 山村地域の定住環境の改善に大 き な役割を果たす林道の開設、

改良等

･ 地方公共団体が実施 し 、 管理す る こ と と な る 林道の開設、 改良等

治山事業

山地災害の未然防止を図 る ため 、 山地災害危険地区を積極的に整備す る と と も に 、 森林の有す る 公

益的機能を高度に発揮 さ せ る ため 、 保安林の機能強化を図 る 。

治山工事 (堰堤工、 谷止工、 流路工、 山腹工等)

保安林整備

地すべ り 防止工事

県単独治山 ( 1 / 2 ~ 2 / 3 )

森林病害虫防除事業

森林病害虫の早期発見及び適期防除を実施 し 、 森林資源の保全に資す る 。

･ 松 く い虫予防の農薬散布 (空中 、 地上散布)

･ 松 く い虫被害木材の伐倒及び駆除

･ 法定害虫、 突発性害虫、 せん孔性害虫の駆除 く補助事業 3 / 4 2 / 3 )

森林病害虫等防除活動支援体制整備促進事業

地域におけ る 主体的な森林病害虫の防除対策を確立 し 、 事業推進を図 る 。

森林保全管理事業

保安林の管理、 林野火災の予防のため 、 森林保全巡視員を配置 して巡視を行 う と と も に 、 地域住民

の啓発指導を行 う 。

･ 保安林の管理

･ 林野火災の防止、 山地災害の情報収集

間伐材等原木安定供給事業
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間伐の団地化及び集荷促進の経費に助成す る と共に 、 森林整備に対す る所有者の取組の喚起 と原木

の安定供給を図 る ため 、 集団化等に よ る 間伐等の伐株、 搬出 よ り 生 じ た損失に対 し て助成を行 う

補助金額 25 , 733千円

補 助 率 { 脳3 市町村 1 / 6
と っ と り の森県土保全緊急間伐実施事業

森林の有す る 水源涵養や山地災害の防止機能を確保す る ため 、 間伐が遅れ 、 下流域への影響が危惧

さ れ る森林について 、 間伐 ･ 枝打ち を実施す る ( 4 /10)

(2) 農地の環境保全機能の確保

農薬適性使用推進対策事業

農薬の適性使用にっいて啓発活動を行 う と と も に 、 残留劃査や販売業者への指導等を行 う

農村総合整備事業

農業生産基盤 と 農村におけ る 生活環境条件を計画的かつ一体的に整備す る こ と に よ り 生産性の高い

農業の育成と 活力あ る 農村を建没す る 事業を行 う 旧村及び全町を対象 と す る 市町村型 と 、 生活圏が

同一な数集落を対象 と す る 集落環境型があ る 。

山村振興農林漁業対策事業

山村等の中山間地域の振興を一層促進す る ため 、 U R農業合意期間中に地域の 自 主性、 創意工夫の

発揮を通 じて 、 山村等の多面的機能の強化に よ る地域の活性化 と定住の促進のため に必要な支援措置

を強力に実施す る 。

○農林漁業振興事業

鳥取市 高生産性農業用機械施設の導入

鳥取市 飲雑用水施長の整備

国府町 農林水産物処理加工施設の整備

佐治村 農林水産物集出荷貯蔵施設の整備

○農林地利用 ･ 保全管理促進事業

鳥取市 総合鳥獣被害防止施設の設置

○就業所得機会創出事業

船岡町 自 然資源等活用型交流促進施没 (交流広場) の整備

智頭町 自 然資源等活用型交流促進施設 (交流広場) の整備及び体験農園施設の整備

○地域社会生活環境整備事業

国府町 農山村広場 公園の整備

中山間地域総合整備事業

自 然的、 経済的、 社会的に恵ま れな い中山間地域において 、 それぞれの地域の実情にそ っ た農業の
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展開方法を探 り 、 農業生産基盤 と農村生活環境基盤を総合的に実施 し 、 活性化を図 る と と も に 、 地域

におけ る 定住化の促進、 国土、 環境の保全等に資す る こ と を 目 的 と す る 。

農村環境保全対策事業

中山間地域において 、 耕作放棄地の増加が予想 さ れ る戸数の少ない集落や高齢化の進行の著 しい集

落を対象に 、 農地保全活動 と生活環境整備に対 し助成す る 。

ふる さ と農地保全組織育成支援事業

担い手の不足 し てい る 中山間地域の農地の保全管理を図 る ため 、 農作業受託を行 う 第 3 セ ク タ ー等

に対 し 、 運営に必要な農業用機械等の整備費及び受託作業経費の平坦地と の差額を助成す る 。

(補助率 県 1 / 2 市町村 1 / 2 )

ジゲの井手保全事業

中山間地域の小規模な水路やため池を緊急に整備す る こ と で、 維持管理費の軽減と 災害の未然防止

を図 る 。

(負担割合 県60% 、 市町村30% 、 地元10%)

中山間ふる さ と農村活性化事業

中山間地域の土地改良施設の有す る 国土 ･ 環境保全等の公益的な機能の良好な発揮 と こ れ ら の施設

と一体的に保全す る 必要があ る 農地を集落共同活動等を通 じて地域全体の整備保全を推進す る こ と に

よ り 中山間地域の活性化を図 る 。

県営地すべ り 対策事業

地すべ り 防止法に基づ き緊急度に応 じて準 じ地すべ り 防止区域を指定 し事業を行 う 。

工 種

･ 降雨等の地下浸透防止 承水路、 排水路

･ 地下水排除 水抜ボー リ ン グ 、 暗渠排水

･ 地すべ り 誘発防止 床止工、 土留工

植物防疫総合対策事業

病害虫の発生予察に基づ き 、 適切な防除対策を実施す る と と も に 、 予防方法、 防除方法の確立を図

る 。

中山間地域ゆ う悠稲作推進事業

○市町村推進事業

中山間地域の特色あ る稲作を地域住民な どに対 し P R活動を実施 し 、 水 田保全について意識啓発

を図 る 。

補 助 率 県 1 / 2

　　　　　　　実施主体 市町村
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･ 不耕起田植え

　 　　　　　
棚田地域保全支援基金事業

棚田地域保全への市民参加の推進や集落組織等が行 う 保全活動等を支援す る こ と に よ り 棚田地域

の保全を持続的に行い 、 農業振興及び中山間地域の活性化を図 る 。

･ 基金造成額 450 , 000千円 ｢ (鳥取県中山間ふ る さ と 農村活性化基金) 中に積立｣

潮田地域等緊急総合整備事業

棚田地域において 、 集落の創意工夫に よ り 営農を継続 し な が ら 、 村づ く り に取 り 組 も う と す る 集落

を対象に 、 緊急的に き め細か く 対応 し た整備を総合的に行い集落の活性化を図 る 。

(3) 水辺地 (河川 、 渓流、 砂浜、 沿岸流域等) の保全

河川改修事業 (河川改修)

洪水に よ る被害を軽減 し治水安全度の向上を図 る 。

河川維持修繕事業 (伐開)

河床に堆積 した土砂を取 り 除 き 、 河床や河岸に繁茂 した雑木 水草等の除去を行い河川の機能維持

に努め る 。

海岸保全事業 (海岸侵食対策)

海浜部に護岸、 突堤、 離岸堤、 人工 リ ー フ 等を施工 し 、 海岸の侵食を防止す る 。

鳥取港海岸環境整備事業

国土保全と 調和の と れた親水性の あ る海岸空間を創出す る ため 、 雛岸堤 (潜堤) 及び遊歩道の整備

促進を図 る 。

赤碕港海岸侵食対策事業

国土保全 と 覊和の と れた親水性のあ る海岸空間を創出す る ため 、 離岸堤 (潜堤) 階段護岸の整備

促進を図 る 。

団体営水環境整備事業

農業利用施設の保全管理又は整備 と 一体に施設の有す る 水辺空間を利用 し た生活環境の整備

事業費 50 , 000千円以上
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県営ため池等整備事業

農地、 農業用施設等の災害を未然に防 ぐため に施設の補強を行 う

2 す ぐれた 自 然の保全と生物多様性の確保

(1 ) す ぐれた 自然の保全

自然環境保全基礎調査

生物多様性調査 (種の多様性崗査) 特定植物群落澗査、 河川崗査及び海機動物崗査 ( ウ ガ メ 澗

査) を行 う 。

自 然環境の保全と開発の在 り 方検討事業

自然環境の保全と開発の在 り 方、 自然 と共生す る 公共事業の在 り 方及び野生生物空間 ( ビ オ ト ー プ)

の保全 ･ ネ ッ ト ワ ー ク 化の在 り 方を検討す る と と も に手引書 (身近な 自然 と共生す る ための手引) を

作成す る 。

公共事業における生物生息空間整備検討事業

ビオ ト ー プを モ デル的に事業着手す る のに必要な次の項 目 について検討を行 う

①モデル事業実施上の覊査項 目 等の整理

②モ デル事業の事業規模、 事業適地、 事業手法等

自然保護対策事業 (鳥取砂丘景観保全事業)

草原化 した鳥取砂丘を本来の砂の動 く 生 き た砂丘景観に戻すため 、 県 、 鳥取市、 福部村が経費を負

担 して除草等を行 う 。

保全地域調査及び管理事業

県 自然環境保全地域指定のための学術澗査、 既指定地域の保全管理のための現地巡視

･ 制札板設置及び県 自 然保全条例に基づ く 自 然保護監視員の巡視を行 う

公園調査及び管理事業

県が設置 した国立 ･ 国定公園内の施設の補修及び中国 自 然歩道、 自 然探勝歩道の維持管理を行 う と

と も に国立公園の清掃活動に助成す る 。

(国立公園清掃活動費補助金 6 , 400千円 国 1 / 2 県 1 / 2 )

自 然保護用地管理事業

県が取得 し た 自 然保護用地等の立木について 、 森林災害保険に加入 し 、 管理を行 う 。

(2) 野生生物の管理と希少な種の保全 保護

野生生物生息実態調査事業

県下全域で生息 ･ 生育数が減少 ･ 希少化 してい る 野生生物の生息実態を掲査 し 、 分析を行 う 。 今後

は 、 植物種について調査を開始す る 。
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回遊ネ ッ ト ワーク形成事業

道路の整備が も た らす 自 然環境の変化を最小限に と どめ る ため 、 植生や動物の行動に配慮 して工法、

構造を工夫 してい く と い う ｢エ コ ロ ー ド｣ の考え方を県道づ く り に活か してい く 。

(主) 鳥取国府岩美線の十王峠の改良工事において 、 ｢ ス ロ ー プ付側溝｣ を採用

第 3 章 快適な環境の保全と創造

1 自 然環境と調和 した生活空間の創造

(1 ) 親 しみやすい水環境の保全と創造

海水浴場整備促進指導事業

安全で快適な レ ク リ ェー シ ョ ン の場 と す る ため 、 海水浴場の設置に関 し指導を行 う

(2) 豊かで多様な緑の保全と創造

布勢総合運動公園整備事業

H10末 進捗率 95 . 5%

･ 展望台整備

･ 東側駐車場整備

･ 休養施設整備

東郷湖羽合臨海公園整備事業

H10末 進捗率 85 . 5%

･ 中国庭園 ｢燕趙園｣ イ ベ ン ト ･ 展示施設建長

･ 燕趙園前多 目 的広場、 駐車場整備

･ 藤津地区カ ヌ ー練習場整備

境港港湾環境整備事業 (緑地)

環 日 本海交流の拠点 と な る境港竹内地区内の緑地整備であ り 夢み な と タ ワ ー 、 温泉館 と 一体的な

公園 と して利用 を図 る 。

鳥取港港湾環境整備事業 (緑地)

親水性の あ る快適で潤いの あ る空間の創造 と 災害時の避難場所の確保のため 、 港湾緑地を整備す る 。

森林文化推進事業

森林のめ ぐみ について広 く 一般に普及す る ため 、 森林の産物を利用 した技術 ･ 知識の伝承者 と して

活躍す る ｢森の達人｣ を養成す る と と も に 、 小学生親子を対象 と した森林体験学習会を開催す る 。

｢森の達人｣ 養成講座 3 回/年

森林体験学習会 2 回/年
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緑化奨励事業

県民総参加に よ る緑づ く り の機運を醸成 し 、 豊かな緑に包ま れた潤いのあ る県土づ く り を推進す る

ため 、 森林や緑の働 き 大切 さ を普及啓発す る 。

ゆと り ある花物語事業

○女性の花物語事業

女性を中心 と し た花づ く り 生産組織を育成 し 、 栽培技術研修会等を行い 、 花 き生産者の掘 り 起 こ

し を行い 、 生産基盤の拡大を図 る 。

補 助 率 県 1 / 2

実施主体 農協、 営農集団

実施地区 新規15地区指定 ( 2 年継続)

継続15地区指定 ( 2 年継続)

○わた し の村の花み ど り 事業

花壇苗の ビニールハ ウ ス 、 省力化機械等の機械を整備 し 、 県内全域に花き の生産地域拡大を図 る 。

　 　　　　　
○四季の花生活推進事業

ミ ニ フ フ ワ ー ガー デ ン を設置 し 、 花のあ る 快適な生活環境づ く り への意識啓発 と 消費拡大を図 る 。

ま た 、 花の ま つ り を開催 し 、 生産者の技術向上と 消費者への P R を図 る 。

○花き指導体制強化事業

技術研修会の開催、 情報誌の発行等に よ り 花 き指導者の技術向上を図 る 。

〔 鑿湖き“ 2実施主体 花き指導者協議会

○地域密着型花き生産育成事業

地域密着型農家を組織化 し 、 新規品 目 作型の導入を計画的に進め 、 消費者の多様な ニ ー ズに対

応で き る産地づ く り を図 る 。

　 　　 　　　　　　 　
快適森林空間整備事業

と っ と り 夢発見ルー ト や景観形成地域に当た る 国 県道等沿線の森林を整備 し 、 快適で優れた森林

空間を創出す る こ と に よ り 景観整備の促進を図 る 。

全国育樹祭開催事業

緑化の全国的な イ ベ ン ト であ る 全国育樹祭を開催 し 、 鳥取県の緑化活動 と全県公園化に取 り 組んで

い る姿を全国に発信す る と と も に 、 森林、 緑に対す る 県民意識の高揚を図 り 豊か な緑に包 ま れた潤
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いの あ る ふ る さ と づ く り を推進す る 。

･ 開催期間 平成10年10月 3 日 4 日

･ 開催場所 大山町赤松 ( 3 日 ) 鳥取市桂見 ｢ と っ と り 出会いの森｣ ( 4 日 )

漁港環境整備事業

漁港におけ る 景観の保持、 美化を図 り 、 快適に して潤い のあ る漁港環境を形成す る 。

泊 漁港 全体事業費 150 , 000千円

H1o年度末事業進捗率 68 . 0%

網代漁港 全体事業費 100 , 000千円

H10年度末事業進捗率 1OQ O%

境 漁港 全体事業費 73 , 000千円

H10年度末事業進捗率 100 . 0%

(3) 良好な景観の保全と創造

屋外広告物対策事業

鳥取県屋外広告物条例に基づ き 、 違反広告物の是正指導を行 う

鳥取港改修 (局改) 事業

住宅地に隣接す る河川 に放置 さ れた プ レ ジ ャ ー ボー ト を収容す る ための施没整備を促進 し 、 生活環

境の改善を図 る (進捗率 100%)

沿道修景

市街地及び観光地の活性化を図 る ため 、 歩道整備 (歩道の美装化) を進め る 。

･ H 10年度整備箇所 国道180号 (米子 コ ン ペ ソ シ ソ セ ソ タ ー関連) 等

電線共同溝整備事業

快適な都市活動及び都市空間創出のため 、 第三期電線類地中化 5 箇年計画に基づ き 、 電線共同溝の

整備を進め る 。

･ H 10年度整備箇所

国道180号 (米子市糀町~博労町) L = 150m

(主) 倉吉青谷線 (倉吉市上丼) L =500m

(一) 皆生西原線 (米子市西福原) L = 340 m

大規模自転車道整備事業

自 転車交通の安全確保、 心身の健全な発達やゆ と り あ る 自 転車歩行者空間の形成を 目 的 と して 、 大

規模 自 転車道の整備を進め る 。

･ H 10年度整備箇所 (一) 赤碕東郷 自 転車道線 L =200m

全県公園化推進事業

全市町村に全県公園化推進員を設置す る と と も に全県公園化推進員の活動費及び快適空間形成の促
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進に対 し助成す る 。

　　　　　　　　　　　　　 　 　
景観対策管理事業

県景観形成条例に基づ く 特定行為及び大規模行為の届出に対す る 審査 指導を行 う 。

公共事業景観形成推進事業

公共事業について 、 景観 シ ュ レー シ ソ デー タ の作成 研修及び公共事業景観形成検討会 講習

会を開催す る 。

景観形成巡視員設置事業

景観形成条例に基づ き景観形成巡視員を設置 し 、 無届行為の発見及び届け出行為の把握等を行 う

景観形成促進事業

地域の優れた景観を有す る建築物、 ま ち な み等に貢献 してい る者の表彰及び大山 沿道海浜形成地

域内の景観阻害物件の撤去 ･ 修景等を指導す る 。

フ ォ レス ト タ ウ ン (大のまちづ く り ) 事業

自然環境 と 覊和 した良好な住環境を創出す る ため 、 地場産材を活用 した木造住宅団地 ( フ ォ レ ス ト

タ ウ ン ) の整備を モ デル的に行 う ための 。十画 を策定す る 。

･ 。十画戸数 約80戸

･ 場 所 米子市泉 地内 (予定)

･ 面 積 約3 . 3ha

･ 期 間 平成10年度~14年度 (予定)

(4) 歴史的 文化的環境の保全と創造

建物ふれあい推進事業

｢県民の建物100選｣ の新聞広告及びバ ス見学会を実施す る 。

無形民俗文化財保存伝承支援事業

県指定無形民俗文化財について 、 そ の保存伝承を支援す る ため 、 用具、 衣装等の新凋 、 修理費に対

す る助成を行 う

2 人 と 自 然のふれあいの推進

(1 ) 人 と 自 然のふれあいの推進

公園等施設整備事業 ( 自 然公園等整備)

自 然公園利用施設の整備及び中国 自 然歩道の再整備を行 う

県立自 然公園整備事業費補助事業

県立 自 然公園の施設整備に対 し助成す る 。

-178-



(県立 自然公園整備事業費補助金 6 , 380千円 、 県 1 / 2 )

こ ど も の国整備事業

県内の家族連れや小学生等が 自 然 と のふれあ いや遊びを通 じて憩い楽 しめ る 場を提供す る ため 、 こ

ど も の国の再整備を行 う 。

･ 整備期間 平成10~1 1年度

フ ラ ワーパーク整備推進事業

｢全県公園化構想｣ 推進の拠点施長 と して 、 花 と緑あふれ る う る おい空間を提供す る と と も に 、 観

光振興及び花 き園芸の振興を 目 的 と して整備 してお り 、 平成10年度は 、 事業最終年度 と して平成1 1年

4 月 開園を 目 指 し 、 建築、 展示、 造園工事の完成を も と に 、 広報 ･ P R等開園準備を行 う 。

農業公園整備推進事業

県内外の人々 に農業を学び 、 体験 して も ら う こ と に よ り 、 都市 と 農村の交流を促進 し 、 地域の活性

化に役立つ よ う な公園づ く り を地域と一体と な っ て進め る こ と と して い る が 、 平成10年度は地域の資

源を有効に活用 し 、 既存施没や地域活動 と十分な連携の と れた公園 と す る ため 、 全体。十画の見直 し を

行 う 。

と っ と り 出会いの森整備推進事業

県民が気軽に森林 ･ 緑 と ふれあ い 、 幅広 く 利用で き る 森林公園 と して整備 し てお り 平成1 1年 4 月

の開園を 目 指 し 、 森林整備 ･ 散策道工事等を行 う

氷 ノ 山 自然ふれあいの里整備事業

○自 然ふれあい館整備

氷 ノ 山 自 然ふれあ いの里の中核施設であ る 自 然ふれあ い館の整備を行 う

○周辺野外施設整備

自 然ふれあ い館の周辺に野営場 オー ト キ ャ ン プ場及び連絡道路等を整備す る 。

県民参加の森林づ く り 推進事業

都市住民等に森林の有す る様々 な機能を ｢県民共通の財産｣ と し て 。忍識 してい た だ く ため 、 森林づ

く り の参加希望者を募集、 登録 し 、 会員制度の ｢森 っ こ 倶楽部｣ を育成す る 。

鳥取名木1 00選選定事業

｢ と っ と り の名木100選｣ と して選定さ れた樹木の保全 と県民への周知を図 る 。

ふれあい牧場整備事業

大山放牧場、 鳥取放牧場をふれあ い牧場 と し て整備す る 。

[大山放牧場]

畜産資料展示施設 1 棟建設

畜産資料展示施設展示備品の長。十

体験研修施設 (乳製品加工施設) の建設に係 る 補助
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[ ,鳥取放牧場]

･ 牧場内道路の整備

(2) 都市と農山漁村の交流の推進

都市山村交流促進対策事業

森林等を活用 し 、 山村住民 と都市住民 と の交流を促進す る ため 、 拠点 と な る 施設の整備に助成す る 。

･ キ ャ ン プ場の整備 ( ト イ レ 、 給水施設、 駐車場、 炊事棟)

大山周辺地域観光魅力向上事業

大山山麓 リ ゾー ト 観光推進協議会への負担金拠出を行 う

協議会の概要

･ 事業の検討を行 う ため 、 意見交換会等を行 う ( リ ゾー ト 推進部会)

･ ボ ラ ン テ ィ ア等の人材活用の検討、 情報提供事業等を行 う (広域観光部会)

･ 地元観光関係者を対象と した研修会を行 う

(3) 温泉の保護と活用

温泉振興対策事業

温泉法に基づ き 。午可行為の指導監督等及び温泉の定例実態調査を行 う

第 4 章 すべての主体の参加によ る行動

1 自主的な活動の推進

(1 ) 各主体の協力連携体制の整備

鳥取県地球環境問題検討組織運営事業

地球温暖化 ･ 酸性雨な どの地球環境問題に対応す る ために策定 した ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21｣ の推

進に係 る事業検討、 協議す る組織の運営を行 う と と も に 、 ｢鳥取県地球温暖化防止推進。十画｣ の策定

に向けて検討を行 う 。

ボラ ンテ ィ ア等社会参加活動推進事業

環境保全、 福祉保健な ど様々 な分野での ボ フ ソ テ ィ ア 等社会参加活動を推進す る ため 、 平成 9 年度

策定の ｢ ボ ラ ン テ ィ ア等社会参加活動推進指針｣ に基づ き 、 ①参加の き っ かけづ く り ②活動 しやす

い条件づ く り 、 ③発展の し く みづ く り 、 を県の役割を十分認識 し取 り 組む。

イ ン タ ー ネ ッ ト ホ ー ム ペー ジ の充実

ボ ラ ン テ ィ ア 団体名簿の更新

啓発パ ン フ レ ッ ト の作成

コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 ア ド バ イ ザー等養成講座への支援

ボ フ ソ テ ィ ア 団体及び市町村等 と の連携強化
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･ ｢ い き い き ボ ラ ン テ ィ ア フ ェ ス テ ィ バルin と っ と り ｣ の開催

(2) 県民 ･ 事業者 ･ 行政の 自主的取組の推進

環境にやさ しい県庁率先行動事業

平成 9 年度に策定 し た ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21｣ に基づ き 、 県 も 事業所及び消費者と しての観点か

ら 、 省資源や省エ ネ ル ギー 、 ゴ 、 の減量化な ど環境に配慮 した事務を率先 して行 う 。

生活排水対策事業

住民の 日 常生活に伴い排出 さ れ る 生活排水に起因す る 湖沼等公共用水域の水質汚濁を防止す る ため 、

｢鳥取県生活排水対策推進要綱｣ に基づ き生活排水対策を推進す る 。

○鳥取市、 米子市の生活排水対策推進。十画の推進指導

○中海及び湖山池に係 る生活排水対策

県、 市、 住民代表か ら な る 生活排水対策連絡協議会を開催 し 、 そ の普及啓発方策を検討す る 。

○生活雑排水対策推進員の活動支援

○県民への啓発

生活排水処理に対す る 意識の普及啓発を図 る ため 、 テ レ ビ ス ポ ッ ト 放映 、 ハ ソ フ レ ッ ト の作成、

エ コ ク ッ キ ン グ体験学習を行 う 。

地球環境フ ェ ステ ィ バルmと っ と り 開催事業

地球環境問題への理解と意識の高揚を図 る ため 、 環境 ミ ュ ー ジ カ ル 、 環境映画 、 講演会 、 地元企業

の活動展示な どを盛 り 込んだ県民大会を開催 し 、 普及 啓発を図 る 。

と っ と り アジ ェ ンダ2 1 普及啓発事業

県民 ･ 事業者 ･ 行政が一体と な っ て 、 地球環境問題への対策を図 る ため 、 ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21｣

に示 し た行動内容を広 く 県民及び各分野に普及啓発す る 。

(3) 普及啓発広報

全県公園化構想普及啓発事業

全県公園化写真 コ ン ク ール を実施、 全県公園化普及啓発冊子の作成及び全県公園化週間の啓発を行

う 。

2 すべての主体の参加に よ る行動

(1 ) 環境教育 ･ 学習活動の推進

児童生徒によ る ｢ふる さ と ク リ ー ン ･ ク リ ー ン活動｣

すべての公立学校の児童生徒が全県公園化週間の期間中、 学校が所在す る 市町村の海岸、 河川 、 公

園、 道路な どの公共的場所の清掃活動等を行 う 。

鳥取県高等学校教育過程研究集会 (環境教育)

各教科及び特別活動におけ る 環境教育の取組みについて研究協議 し 、 教員の指導力の向上を図 る 。
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環境教育基盤整備事業

地域環境保全活動を支援す る ため 、 市町村及び住民団体等が主催す る講演会等に環境ア ドバ イ ザー

を派遣す る と と も に 、 環境教育推進のための検討会を開催す る 。

環境教育活動推進事業

自 分た ち の身近な環境を巍査す る環境パ ト ロ ール事業を 、 小学生を対象に して実施 し 、 併せて研究

発表会、 環境問題に関す る講演会を実施す る 。

ふる さ との 自然観察会事業

大山 自然観察会、 氷 ノ 山 自然観察会、 磯 (山陰海岸) の観察会及び登山 (大山、 氷 ノ 山) 観察会を

行 う 。

自 然観察指導員設置事業

自然その も の を教材 と した プ ロ グ ラ ム を企画 実施す る 自然体験 リ ー ダー を養成す る 。

環境教育指導資料の作成

学習指導要領に 、 各教科科 目 の中での環境問題の取扱い が位置付け ら れてい る が 、 手引書の作成に

よ っ て各教科 ･ 科 目 の指導事例集や、 学級活動におけ る補助教材 と して活用す る 。

第 5 章 地球環境保全に向けた活動の推進と 国際協力

(1 ) 地球温暖化防止対策の推進

鳥取県地球温暖化防止推進計画策定事業

鳥取県におけ る温室効果ガス の排出量を調査 し 、 数値 目標を盛 り 込んだ排出量削減のための具体的

な行動を示 した地球温暖化防止の推進。十画を策定す る 。

(2) オゾ ン層保護対策の推進

フ ロ ン回収対策促進事業

フ ロ ン 内蔵製品を取 り 扱 う 各業界におけ る フ ロ ン 回収対策の推進について 、 有職者、 関係業界の代

表者等で構成す る協議会で検討を行 う と と も に 、 ス テ ッ カ ー等を作成 し 、 フ ロ ン 回収協力店及び活動

を県民に広 く 理解 して も ら う

(3) 酸性雨防止対策

酸性雨等森林衰退対策事業

酸性雨の森林に対す る影響をマ ー ュ ァ ル に基づいて掲査 し 、 酸性雨等に よ る森林への影響状況、 森

林の健全度等を 明 ら か にす る 。 ま た 、 現地に人工酸性雨、 消石灰を散布 し 、 土壌、 植生、 立木への影

響を掲査 し 、 県内の各森林土壌においては 、 臨界負荷量の把握を行 う

地球環境汚染物質等覊査

ろ過式採取に よ る酸性雨モ ニ タ リ ン グ を県内 4 地点 (鳥取市、 若桜町、 倉吉市、 米子市) で実施 し
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て県内の状況を澗査分析 し 、 中国 ･ 四国 ブ ロ ッ ク 及び全国会議で検討、 発表を行 う

(4) その他の地球環境問題への取組の推進

と っ と り アジ ェ ンダ21普及啓発事業

地球環境問題の 1 つであ る温暖化防止にむけ、 県内の10 自 治会 10事業所をモ デル と して指定 し 、

地球温暖化防止に向けた実践行動に取 り 組んで も ら う

(5) 環 日 本海諸国と の連携強化と協力

水環境保全分野に係る研究者の派遣 ･ 受入

･ 韓国の江原道 と の間で研究者の相互派遣 ･ 共同研究を行 う

･ 中国の吉林省か ら研修生 と して研究員 1 名 を受入れ る 。

環 日本海圏地方政府環境共同取組事業

環 日 本海地域におけ る環境分野の取組を推進す る ため次の事業を行 う 。

･ 中国吉林省で開催 さ れ る ｢環 日 本海圏地方政府学術研究者会議｣ への参加

･ イ ン タ ー ネ ッ ト 等を活用 し た各地方政府間の情報交換

･ 鳥取大学と の共同研究の実施

･ 共同取組報告書の作成

北東アジア経済フ ォ ーラ ム

第 8 回北東ア ジ ア経済 フ ォ ー ラ ム 米子会議の中で 、 北東ア ジ ア におけ る環境問題について 、 エ ネ ル

ギー問題 と 関連づけな が ら 、 関係各国が意見交換を行 う

第 6 章 共通的 ･ 基盤的施策の推進

(1 ) 環境関連高等教育機関の整備推進

新大学創設事業

鳥取県環境大学 (仮称) の設置に向けて 、 教員確保、 教育内容の検討を進め る と と も に 、 施設の設

。十を行 う 。

ま た 、 大学設立事務を一層推進す る ため 、 財団法人鳥取環境大学設立準備財団を設立す る 。

(2) 環境影響。平価の推進

環境影響評価推進事業

開発事業の実施に際 して事業者が行 う ｢環境影響評価｣ に対 し 、 ｢鳥取県環境影響評価実施要綱｣

な ど に基づ き 、 適切な指導、 助言を行 う こ と に よ り 、 公害の防止、 自 然環境の保全を図 る 。

ま た 、 国 において は 、 環境影響評価法が平成 9 年に制定 さ れ平成11年に施行 さ れ る こ と と な っ てい

る が 、 法制化に伴 っ て環境影響。平価制度が大幅に変更 さ れた こ と か ら 、 県において も 従来の ｢鳥取県

環境影響評価実施要綱｣ について 、 条例化を含めた見直 し を行 う
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